
 

柏市企業立地促進事業奨励金交付要綱  

 

制定  平成２９年  ３月３１日  

施行  平成２９年  ４月  １日  

 

 （目的等）  

第１条  この要綱は，柏市産業振興基本条例（平成１７年柏市条例

第１２９号）に基づき，市内において立地及び営業を行う企業に

対し，企業立地促進奨励金（以下「奨励金」という。）を交付す

ることにより，新たな企業の立地の促進並びに雇用の拡大及び既

存の企業の市外への流出の防止を図り，もって地域産業の振興に

資することを目的とする。  

２  奨励金の交付に関しては，柏市補助金等交付規則（昭和６０年

柏市規則第２９号。以下「規則」という。）その他法令等に定め

るもののほか，この要綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1 )  事業施設  次に掲げる施設のうち，いずれかに該当するもの

をいう。  

  ア  工場  物の生産及び加工を行う施設であって，日本標準産

業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）による大分類Ｅ

―製造業の用に供するもの  

  イ  研究所  別表第１に掲げる産業に係る学術的研究，試験及

び開発研究を行う施設  

  ウ  その他の事業所  工場及び研究所以外の施設（商業施設を

除く。）のうち，別表第１に掲げる産業に係る事業の用に供

する施設。  

 (2 )  立地  市内において事業施設を設置することをいう。  

 (3 )  企業  事業施設を当該企業が自ら設置して，営業をする法人

その他の団体，組合又は個人事業主をいう。  

 (4 )  東 葛 テ ク ノ プ ラ ザ  千 葉 県 東 葛 テ ク ノ プ ラ ザ 設 置 管 理 条 例

（平成１０年千葉県条例第１号）第２条に規定する千葉県東葛



 

テクノプラザをいう。  

(5 )  東大柏ベンチャープラザ  独立行政法人中小企業基盤整備機

構が市内に設置する大学連携型起業家育成施設をいう。  

 (6 )  投下固定資産額  企業が立地を行うために取得した家屋（土

地は除く。）及び償却資産に係る経費であって当該立地に係る

事 業 施 設 に お い て 営 業 を 開 始 す る 日 前 ま で に 要 す る も の の 額

をいう。  

 （対象者）  

第３条  奨励金の交付を受けることができる者（以下「対象者」と

いう。）は，次に掲げる各号をすべて満たす者とする。  

 (1) 千葉県立地企業補助金交付要綱（平成２６年千葉県告示第４

０４号 )第３条第３項に定める立地計画の認定を千葉県知事に

よって受けていること。  

 (2) 当 該 立 地 に 係 る 事 業 施 設 に お け る 着 工 も し く は 契 約 を す る

日前に市長に立地計画書（以下「立地計画書」という。）を提

出して立地の計画について市長の承認を受けていること。  

 (3) 次の３つのうちいずれかに該当するもの  

  ア  立 地 計 画 書 の 提 出 の 日 前 に お い て 市 内 に 事 務 所 若 し く は

事業所又は事業施設を有していない企業の立地であって，投

下固定資産額が３億円以上であり，かつ，当該立地に係る事

業施設における事業従事者数が１０人以上のもの  

  イ  立 地 計 画 書 の 提 出 の 日 前 に お い て 市 内 に 事 務 所 若 し く は

事業所又は事業施設を有している企業の立地であって，投下

固定資産額が１億円以上であり，かつ，当該立地に係る事業

施設における事業従事者数が１０人以上のもの  

  ウ  東 葛 テ ク ノ プ ラ ザ 又 は 東 大 柏 ベ ン チ ャ ー プ ラ ザ に 入 居 し

て い た 企 業 が そ の 退 居 の 日 後 ３ 年 以 内 に 立 地 計 画 書 の 提 出

を行ったものに係る立地であって，投下固定資産額が５，０

００万円以上であり，かつ，当該立地に係る事業施設におけ

る事業従事者が１０人以上のもの  

 (4) 設 置 す る 事 業 施 設 の 敷 地 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る

こと。  

 （対象事業，対象経費等）  



 

第４条  奨励金交付の対象とする事業（以下「対象事業」という。）

は対象者の行う立地に係る事業施設における営業の活動とし，奨

励金交付の対象とする経費（以下「対象経費」という。）は対象

事業に要する経費のうち，新規に取得する投下固定資産額とする。 

２  奨励金の額及び限度額は，別表第２のとおりとする。この場合

において，奨励金の額に１，０００円未満の端数があるときは，

その金額を切り捨てるものとする。  

 （申請書添付書類）  

第５条  規則第２条第３項に規定する市長が別に定める書類は，次

に掲げるものとする。  

 (1 )  商業登記事項証明書  

 (2 )  第３条第１号及び第２号に該当する企業にあっては，立地計

画 書 の 提 出 の 日 前 に お い て 本 社 を 設 置 し て い た 市 区 町 村 の 発

行する市区町村税納税証明書（発行の日から１月以内のものに

限る。）  

 (3 )  第３条第２号及び第３号に該当する企業にあっては，柏市の

市税納税証明書（発行の日から１月以内のものに限る。）  

 (4 )  投下固定資産の品名と購入金額が把握できる書面  

 (5 )  投下固定資産額を証する書類の写し（事業施設の設置に当た

り取得した家屋及び償却資産の費用に係る契約書の写し等）  

 (6 )  千葉県立地企業補助金交付要綱（平成２６年千葉県告示第４

０４号）第３条第３項の規定による知事の認定を受けるため申

請 を 行 っ た 際 に 提 出 し た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 立 地 計 画 認 定

申 請 書 の 写 し 及 び 認 定 を 受 け た 際 に 受 領 し た 当 該 知 事 の 認 定

を証する書類の写し  

 (7 )  前各号に定めるもののほか，市長が必要と認める書類  

２  市長は，前項の添付書類の全部又は一部を省略することができ

る。  

 （規則第４条第２項に規定する補助事業等の完了後においても従

う事項）  

第６条  対象者は，対象事業を奨励金の交付決定を行った日から５

年間，申請された場所における活動を継続する こと。ただし，営

業 の 休 止 又 は 廃 止 に つ い て や む を 得 な い 事 由 が あ る と 市 長 が認



 

める場合を除く。  

２  対象者は，補助金の交付決定を行った日から５年間，市長に事

業の状況を報告するものとする。報告の書式及び報告の時期につ

いては，市長が別に定めるものとする。  

３  対象者は，第１項の活動の継続及び前項の報告をできない場合

は，奨励金の全部，又は一部を直ちに返納しなければならない。 

 （標準処理期間）  

第 ７ 条  申 請 書 の 提 出 か ら 奨 励 金 の 交 付 の 可 否 の 決 定 ま で に 要 す

る標準的な期間は，３０日とする。  

 （実績報告書添付書類）  

第８条  規則第１２条に規定する市長が別に定める書類は，次に掲

げるものとする。  

 (1 )  事業決算報告書  

 (2 )  前号に規定するもののほか，市長が必要と認める書類  

２  市長は，前項の添付書類の全部又は一部を省略することができ

る。  

 （補助金の経理）  

第９条  この要綱により補助金の交付を受けた者は，補助事業に係

る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，かつ，当該収入及び

支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。  

２  前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存は，補助事業完了（補

助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）の日から起算して５

年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。  

 （財産の処分を制限する期間）  

第 １ ０ 条  操 業 を 開 始 す る 日 か ら １ ０ 年 又 は 当 該 財 産 の 耐 用 年 数

のいずれか短い期間とする。  

 （補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。  

 



 

別表第１（第２条第１号イ）  

１  バイオ関連産業  

２  ナノ関連産業  

３  ロボット関連産業  

４  情報通信関連産業  

５  環境関連産業  

６  ライフサイエンス・健康・医療関連産業  

７  食品関連産業  

８  ＡＩ関連産業  

９  その他市長が特に必要と認める産業  

 

別表第２（第４条第２項）  

対象者  奨励金の額  奨励金の限度額  交付期間  

第 ３ 条 第

３ 号 ア に

規 定 す る

企業  

投 下 固 定 資 産 額 の ２

パーセントの額  

柏 市 企 業 立 地 促

進 事 業 奨 励 金 計

画 書 に 記 載 さ れ

た 投 下 固 定 資 産

額 の ２ パ ー セ ン

ト の 額 又 は ２ ０

０ 万 円 の い ず れ

か低い額  

１年  

第 ３ 条 第

３ 号 イ に

規 定 す る

企業  

投 下 固 定 資 産 額 の １

パーセントの額  

柏 市 企 業 立 地 促

進 事 業 奨 励 金 計

画 書 に 記 載 さ れ

た 投 下 固 定 資 産

額 の １ パ ー セ ン

ト の 額 又 は ２ ０

０ 万 円 の い ず れ

か低い額  

１年  

第 ３ 条 第

３ 号 ウ に

規 定 す る

投 下 固 定 資 産 額 の １

パーセントの額  

柏 市 企 業 立 地 促

進 事 業 奨 励 金 計

画 書 に 記 載 さ れ

１年  



 

企業  た 投 下 固 定 資 産

額 の １ パ ー セ ン

ト の 額 又 は ２ ０

０ 万 円 の い ず れ

か低い額  

 ただし，各年度に交付する奨励金の総額は，各年度の予算の範囲

内とする。  

 


